
「下限面積」を「２０ａ」に変更しました！

平成２１年１２月１５日に施行された農地法の一部改正により、下限面積を各農業委員

会が定めることになり、七宗町農業委員会は「３０ａ」と定め適用してきました。

この下限面積について、平成２３年 ４月 ６日の開催・即日閉会の「平成２３年度

第１回・農業委員会総会」において、「２０ａ」に変更し、同月１２日に告示しました。

これにより平成２３年 ４月１２日以降に農地法第３条により新たに農地を取得しよう

とする場合には、新たに取得する農地と既存の農地を併せて下限面積である「２０ａ」を

越える農地が必要です。

農地の取得に関して不明な事柄については、各地区の農業委員さんまたは、農業委員会

事務局迄お尋ねください。

～ 平成２３年 ４月１２日 告示分 ～

宗農委第 １ 号

農地法（昭和２７年法律第２２９号）第３条第２項第５号の規定により、農地又は採

草放牧地の権利移転の制限に関し農業委員会が定める別段の面積を２０ａと定めたの

で、同号の規定により告示する

平成２３年 ４月１２日

七宗町農業委員会

会長 井 戸 敬 二
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